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EU 域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに

関するガイドラインの方向性について 

 
平成 30 年２月９日 

個人情報保護委員会 

 

１．背景 

個人情報保護委員会は、国境を越えた個人データの流通が増大する中、その

円滑な移転を確保するための環境整備に取り組んでいるところである。その中

で、日 EU 間の個人データの移転については、相互の円滑な移転を図る枠組み

の構築を視野に、欧州委員会との間で累次の対話を重ねてきている。 

平成 29 年 12 月 14 日には、当委員会委員と欧州委員会委員との間で会談を

行い、双方の制度間の関連する相違点に対処するための、法令改正を行わない

形での解決策について確認するとともに、今後、その詳細について作業するこ

と、また、平成 30 年第一四半期に、最終合意することを想定し、委員レベル

で会談をもつことで一致したところである。 

この解決策として、EU 域内から十分性認定により移転を受けた個人データ

の取扱いに関するガイドラインを策定することとし、次のような考え方を軸に

検討を進めることとする。 

 

２．EU 域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関するガ

イドラインの方向性 

※「➢」はガイドラインの方向性（案） 

① 要配慮個人情報の範囲 

EUではセンシティブデータとして扱われる「性生活」・「性的指向」・「労

働組合」に関する情報が、日本では要配慮個人情報に該当しない。 

 EUから移転された個人データについて、「性生活」・「性的指向」・

「労働組合」に関する情報に関しては要配慮個人情報と同様の取扱

いを行うこととする。 

 

② 保有個人データの範囲 

EUでは保有期間にかかわらず全ての個人情報について開示・訂正・利用

停止等の請求権が認められるが、日本では６か月以内に消去することとな

る個人データについては開示等の請求権が認められない（請求権が認めら

れる保有個人データではない）。 

 EUから移転された個人データについて、６か月以内に消去すること

となる個人データについても保有個人データとして扱うこととする。 
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③ 利用目的の特定 

EU側は、EUでは第三者から提供を受けた個人情報の利用目的は、取得時

に特定された利用目的の範囲に制限されるのに対し、我が国の個人情報保

護法にこれを直接規定する条項がないことから明確化を求めている。 

 EUから移転された個人データについて、確認記録義務を通じて確認

した利用目的の範囲内で利用目的を特定し、その範囲内で当該個人

データを利用することとする。 

 

④ 日本から外国への個人データの再移転 

EU側は、日本から EU以外の外国への個人データの再移転について、保護

レベルが確保されるよう明確化を求めている。 

 EUから移転された個人データについて、本人同意に基づき再移転す

る場合は、本人が同意するために必要な移転先の状況についての情

報を提供し、提供先の体制整備をもって再移転する場合は、契約等

により、個人情報保護法と同水準の保護措置を実施することとする。 

 

⑤ 匿名加工情報 

EU では、加工方法に関する情報が残存している場合、安全に分離保管さ

れていても再識別の可能性があるとして匿名化とはみなされない。 

 EUから移転された個人データについて、個人情報保護法上の匿名加

工情報として扱おうとする場合は、加工方法に関する情報を削除し、

再識別を不可能なものとすることとする。 

 

３．「EU」の定義 

  今回の日 EU間の相互の個人データ移転の枠組みにおいて、欧州委員会から

は、「EU」の範囲について、欧州経済領域協定に基づきアイスランド、リヒテ

ンシュタイン及びノルウェーを含むこととしたい旨申越しがあることから、

本ガイドラインの対象となる「EU」として当該定義を採用することとしたい。 

  なお、個人情報保護法第 24条に基づき、当委員会が指定する外国の対象も

同様に勘案することとする。 


